
決算書掲載頁　P199

内
訳

大阪府からの権限移譲事務のうち、「開発行為の許可」「宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可等」
「採石法に基づく岩石採取計画の認可等」等の事務について、河内長野市、富田林市、大阪狭山市、太子町、河南町及
び千早赤阪村の３市２町１村で共同で事務を処理することで、円滑に土地利用規制分野等にかかる業務を推進し、もっ
て効率的、効果的なまちづくりを推進する。　

①　今後とも、各市町村のまちづくり推進部門と協議を進めながら、効果的な事務分担について、検討を進めていく。
②　さらなる事務経費の削減と、手数料の見直しに着手する。
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事業： 南河内広域まちづくり事業 1455
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各市町村のまちづくり部門と連携調整を図りつつ、概ね円滑に事務を実施できた。
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・各市町村のまちづくり部門と、共同設置した
内部組織との業務の役割分担の明確化と効
果的な事務の運営について、点検が必要。
・権限移譲事務に関して手数料、交付金に比
して、経費が多くなっている。
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大阪府からの権限移譲事務について、各市町村のまちづくり推進部門と連携を図りつつ、広域で共同実施することで、
各市町村の土地利用規制分野に関して、円滑な事務の推進を行う。
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大阪府からの権限移譲事務のうち、「開発行為の許可」「宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可等」
「採石法に基づく岩石採取計画の認可等」等の事務について、河内長野市、富田林市、大阪狭山市、太子町、河南町及
び千早赤阪村の３市２町１村で共同で事務を処理することで、円滑に土地利用規制分野等にかかる業務を推進し、もっ
て効率的、効果的なまちづくりを推進する。
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直営 平成23年度 都市計画法　砂利採取法　土地区画整理法　宅地造成規制法等

南河内３市２町１村の住民

①　今後とも、各市町村のまちづくり推進部門と協議を進めながら、効果的な事務分担について、検討を進めていく。
②　さらなる事務経費の削減と、手数料の見直しに着手する。
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事業：南河内広域まちづくり事業                                

１．南河内広域まちづくり事業 

大阪府からの権限移譲事務のうち、「開発行為の許可」「宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可等」

「採石法に基づく岩石採取計画の認可等」等ほか２２の事務について、河内長野市、富田林市、大阪狭山市、太子

町、河南町及び千早赤阪村の３市２町１村で、平成２４年１月１日より南河内府民センター内、「南河内広域事務室」

にて共同で事務処理を行い、円滑に土地利用規制分野等にかかる業務を推進し、もって効率的、効果的なまちづく

りを推進した。 

 

細事業：南河内広域まちづくり事業                               

１．南河内広域まちづくり事業 

大阪府からの大阪版地方分権推進制度により権限移譲された事務について、各市町村のまちづくり部門と連携を

図りつつ、都市計画法に基づく開発行為の許可等の処分を行った。 

 

(1)都市計画法に基づく開発行為の許可      

  

都  市  計  画  法 

事前相談 事前協議 
29条 

許可申請 

35条の 2 

変更許可 
完了届 

37条 

建築承認 
60条証明 53条許可 

開発登録簿 

交付枚数 

富田林市 40 15 18 4 18 1 17 10 38 

河内長野市 30 14 11 8 11 2 10 3 37 

大阪狭山市 24 15 14 3 13 1 3 14 34 

太子町 8 2 1 0 0 0 4 0 2 

河南町 2 0 1 1 0 1 0 0 2 

千早赤阪村 2 1 1 0 1 0 0 0 0 

計 106 47 46 16 43 5 34 27 113 

 

(2)宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可等・採石法に基づく岩石採取計画の認可等 

  

宅地造成等規制法 採 石 法 

事前相談 事前協議 8条申請 変更許可 
完了前 

建築承認 
完了申請 認可申請 変更認可 立入検査 

富田林市 12 9 10 2 1 12 0 0 0 

河内長野市 2 1 0 0 0 0 0 0 2 

大阪狭山市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

太子町 2 2 1 0 0 1 0 1 2 

河南町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

千早赤阪村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 17 12 11 2 1 13 0 1 4 

 


